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実地指導自主点検調書(居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導)
事業所名 記入担当者名 記入日　　　　　年　　月　　日

基準の内容（指導項目） 当日確認書類

人員
従業者の員数

従業者は次のとおりか。

(第８５条） 　病院又は診療所である事業所の場合

　　〇医師又は歯科医師であるか はい ・ いいえ 職種：

　　○薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士

　　　であるか

　薬局である事業所の場合

　　○薬剤師 はい ・ いいえ

設備 設備及び備品等 事業の運営に必要な広さを有しているか はい ・ いいえ 現場確認

必要な設備及び備品等を備えているか

（設備及び備品等は当該病院又は診療所に
おける診療用のものを使用できる）

運営 ①運営規程の概要 あり　・　なし

②勤務体制 あり　・　なし

③事故発生時の対応 あり　・　なし

④苦情処理の体制 あり　・　なし

契約書は適正に締結されているか。 はい ・ いいえ 契約書に利用者の押印があるか あり　・　なし 契約書

重要事項説明書と契約書は区分されている
か。 はい ・ いいえ 重要事項説明書、契約書

提供拒否の禁止
（第９条準用）

正当な理由なくサービスの提供を拒んでい
ないか。 はい ・ いいえ 提供拒否時の理由

拒否理由を記載

利用申し込み受付簿等

提供困難時の対応
（第１０条準用）

サービスの提供が困難な場合、居宅介護支
援事業者への連絡、他の事業者等の紹介そ
の他必要な措置を速やかに講じているか。 はい ・ いいえ 他の事業者への紹介方法

紹介方法を記載

紹介に関する記録等

資格確認
（第１１条準用）

被保険者証により、被保険者資格、要介護
認定の有無及びその有効期限を確認してい
るか。

はい ・ いいえ 確認内容の記録先

記録先を記載

確認内容の記録

要介護認定申請援助
（第１２条準用）

サービスの提供の開始に際し、要介護認定
等の申請が行われていない場合は、利用申
込者の意向を踏まえて速やかに申請が行わ
れるよう必要な援助を行っているか。

はい ・ いいえ 具体的な援助の方法

援助方法を記載

申請援助に関する記録

　１．　ほとんどの利用者について実施

　２．　一部の利用者について実施

　３．　ほとんど実施されていない

勤務体制表、勤務記録、資格
証、雇用契約書等

重要事項説明書

利用者状況把握に関する記録

心身の状況等の把握
（第１３条準用）

居宅介護支援事業者が開催するサービス担
当者会議等を通じ、利用者の状況、病歴、
服薬歴等の把握に努めているか。

はい

確認事項適　否

いいえ サービス担当者会議の参加状況はい ・

職種：はい ・

指定基準

いいえ

重要事項説明書等を交付して説明を行い、
利用者又はその家族から同意を得ている
か。

サービス提供に係る
説明及び同意
（第８条準用）

(第８６条）

・

はい ・ いいえ

いいえ

基準の内容（指導項目） 当日確認書類確認事項適　否指定基準

居宅サービス計画に
沿ったサービスの提
供
（第１６条準用）

指定居宅療養管理指導事業者は、居宅
サービス計画が作成されている場合は、当
該計画に沿った指定居宅療養管理指導を提
供しているか。

はい ・ いいえ

職員証等の携行
（第１８条準用）

従業者に職員証や名札等を携行させ、利用
者又はその家族から求められたときに提示
しているか。

はい ・ いいえ 職員証、名札等

サービスの提供記録
（第１９条準用）

サービスの提供日及び内容、当該サービス
に係る保険給付の額その他必要な事項を、
利用者の居宅サービス計画を記載した書面
又はこれに準ずる書面に記載しているか。

はい ・ いいえ
サービス提供票、別表、業務日
誌、居宅療養管理指導記録

提供した具体的なサービス内容を、利用者
の心身の状況等その他必要な事項を記録し
ているか。

はい ・ いいえ

利用者から申し出があった場合には、文書
の交付等によりその情報を利用者に対して
提供しているか。 はい ・ いいえ

利用料等の受領
（第８７条）

サービスを提供した際、利用者負担として当
該サービスに係る費用基準額の１割を受領
しているか。

はい ・ いいえ
サービス提供票、別表、

領収証控

上記の他、交通費以外の支払を利用者から
受けていないか。 はい ・ いいえ

交通費の支払いを受けるに当たっては、費
用等について説明を行い、同意を得ている
か。

はい ・ いいえ

利用者から支払いを受けた際、領収書を交
付しているか。

はい ・ いいえ

領収書には費用区分を明確にしているか。 はい ・ いいえ
基準により算定した費用の額又
は現に要した費用 あり　・　なし

サービス提供票、別表、
領収証控、車両運行日誌等

その他の費用
あり　・　なし

証明書の交付
（第２１条準用）

法定代理受領サービスに該当しないサービ
スの利用料の支払いを受けた場合（利用者
10割負担）は、「サービス提供証明書」を利
用者に対して交付しているか。

はい ・ いいえ サービス提供証明書控

指定居宅療養管理指導は、利用者の要介
護状態の軽減・悪化の防止等に資するよう
目標を設定し、計画的に行われているか。

はい ・ いいえ

指定居宅療養管理指導の質の評価を行い、
常に改善を図っているか。 はい ・ いいえ

基本取扱方針
（第８８条）



基準の内容（指導項目） 当日確認書類確認事項適　否指定基準

居宅サービス計画

利用者、その家族からの相談に応じるととも
に、療養上必要な事項等について、理解し
やすいように、指導又は助言を行っている
か。また文書で交付するよう努めているか。

はい ・ いいえ

居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス
事業者から求めがあった場合等は、居宅
サービス計画の作成等に必要な情報提供又
は助言を行っているか。

はい ・ いいえ
情報提供、助言を記録した書
類等

提供した指定居宅療養管理指導の内容につ
いて、診療録に記録しているか。 はい ・ いいえ 診療記録

薬局の薬剤師にあっては、医師
又は歯科医師の指示に基づき、
薬学的管理指導計画を策定して
いるか。

いる　・　いない 薬学的管理指導計画

歯科衛生士、保健師又は看護
職員にあっては、訪問歯科診療
を行った歯科医師の指示及び当
該歯科医師の策定した訪問指
導計画に基づき実施している
か。

いる　・　いない 訪問指導計画

管理栄養士にあっては、医師が
特別食を提供する必要性を認め
た場合又は低栄養状態であると
医師が認めた場合であって、利
用者毎の栄養ケア計画に基づ
いて実施しているか。

いる　・　いない 栄養ケア計画

利用者、その家族に対し、理解しやすいよう
に指導又は説明を行っているか。 はい ・ いいえ

常に利用者の病状、心身の状況等の把握に
努め、適切なサービスを提供しているか。 はい ・ いいえ

提供した指定居宅療養管理指導の内容につ
いて、診療記録を作成し、医師又は歯科医
師に報告しているか。

はい ・ いいえ 診療記録

いいえ

薬剤師、歯科衛生士
又は管理栄養士の行
う指定居宅療養管理
指導の具体的取扱方
針
（第８９条）

医師又は歯科医師の
行う指定居宅療養管
理指導の具体的取扱
方針
（第８９条）

はい ・

提供に当たっては、訪問診療等により常に
利用者の病状及び心身の状況を把握し、医
学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、
居宅介護支援事業者への情報提供、利用
者・その家族への居宅サービスの利用に関
する留意事項、介護方法等についての指
導、助言等を行っているか。

提供に当たっては、医師又は歯科医師の指
示に基づき、利用者の心身機能の維持回復
を図り、居宅における日常生活の自立に資
するよう妥当適切に行っているか。

はい ・ いいえ

基準の内容（指導項目） 当日確認書類確認事項適　否指定基準

下記の内容が定められているか
　①事業の目的及び運営の方針 あり　・　なし

　②従業者の職種、員数及び職務の内
容

あり　・　なし

　③営業日及び営業時間 あり　・　なし

　④指定居宅療養管理指導の種類及
び利用料その他の費用の額 あり　・　なし

　⑤通常の事業の実施地域 あり　・　なし

　⑥その他運営に関する重要事項 あり　・　なし

従業者の勤務体制を月ごとに定めている
か。 はい ・ いいえ

必要事項（日々の勤務時間、職務内
容、常勤・非常勤の別、兼務関係、サー
ビス提供責任者である旨等）が記載さ
れているか

いる　・　いない 勤務体制表、雇用契約書等

人権擁護推進員 職種　　　　氏名 辞令等

人権擁護に関する研修を年１回
以上実施しているか。

いる　・　いない 研修の記録等

衛生管理等
（第３１条準用）

居宅療養管理指導従事者の清潔の保持及
び健康状態について必要な管理を行ってい
るか。

はい ・ いいえ 健康診断の実施 あり　・　なし 健康診断の記録等

①運営規程の概要 あり　・　なし

②従業者の勤務体制 あり　・　なし

③利用料 あり　・　なし

④事故発生時の対応 あり　・　なし

⑤苦情処理の体制 あり　・　なし

従業者の利用者等に係る秘密保持につい
て、従業者の退職後も含め、必要な措置を
講じているか。 はい ・ いいえ

就業時にどの書類で定めている
か

取り決め書類を記載

就業時の取り決め等の記録

サービス担当者会議等において利用者等の
個人情報を用いる場合の同意を文書にて得
ているか。 はい ・ いいえ 利用者の同意書等

居宅介護支援事業者
に対する利益供与の
禁止
（第３５条準用）

居宅介護支援事業者又はその従事者に対
し、利用者に対して特定の事業者による
サービスを利用させることの対象として、金
品その他の財産上の利益を供与していない
か。

はい ・ いいえ
現時点での利用者を担当する
居宅介護支援事業所の数

事業所 サービス提供票、別表

苦情に対する措置が講じられているか。 苦情相談窓口があるか あり　・　なし

処理体制が定められているか あり　・　なし

処理記録が整備されているか あり　・　なし（サービス提供した日から５年間）

連絡体制が整備されているか あり　・　なし

事故記録が整備されているか あり　・　なし（サービス提供した日から５年間）

再発防止策が講じられているか あり　・　なし

会計の区分
（第３８条準用） 事業ごとに会計が区分されているか。 はい ・ いいえ 会計関係書類

事故処理体制を定めた書類、
事故に関する記録

事故発生時における対応体制が整備されて
いるか。

苦情処理の体制
（第３６条準用）

苦情処理体制を定めた書類、
苦情に関する記録

事故発生時の対応
（第３７条準用）

秘密保持等
（第３３条準用）

はい ・

・

現場確認

運営規程
（第９０条）

勤務体制の確保
（第３０条準用）

掲示
（第３２条準用）

事業所の見やすい場所に必要な事項が掲
示されているか。

はい ・ いいえ

居宅療養管理指導従事者の資質向上のた
めに、研修の機会を確保しているか。 はい

運営規程

いいえ 研修の記録等

事業所ごとに運営規程を定めているか。

はい ・ いいえ

人権擁護推進員を任命しているか。

いいえ

はい ・ いいえ

はい ・ いいえ



基準の内容（指導項目） 当日確認書類確認事項適　否指定基準

記録の整備
（第９０条の２）

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記
録を整備しているか。

はい ・ いいえ

・サービス提供記録
・市町村への通知に係る記録
・苦情に係る記録
・事故に係る記録

各種保存書類

サービス提供した日から５年間保存している
か

はい ・ いいえ 各種保存書類

介護サービス情報の
公表制度

介護サービス情報の公表制度において、毎
年報告の更新を行っているか。（対象事業所
のみ）

はい ・ いいえ 公表中画面のコピー

介護
報酬

介護給付費の算定
単一建物居住者の人数に合致した居宅療
養管理指導費を算定しているか。

いる　・　いない
利用者名簿

居宅サービス計画書等

１つの居宅に居宅療養管理指
導費の対象となる同居する同一
世帯の利用者が２人以上いる場
合は、利用者ごとに「単一建物
に居住者が１人の場合」を算定
しているか。

ユニット数が３以下の認知症対
応型共同生活介護事業所につ
いて、それぞれのユニットにおい
て算定する人数を、単一建物建
物居住者としているか。

いいえ

いる　・　いない
利用者名簿

居宅サービス計画書等

当該建築物において当該事業
所の利用者が、当該建築物の
戸数の10%以下の場合又は当該
建物の戸数が20戸未満であっ
て、事業所が居宅療養管理指
導を行う利用者が２人以下場合
には、それぞれ「単一建物に居
住者が１人の場合」を算定して
いるか。

いる　・　いない
利用者名簿

居宅サービス計画書等

はい ・


